
東京都中央卸売市場大田市場関連事業者募集要領 
 
 東京都中央卸売市場大田市場関連事業者の募集については、東京都中央卸売

市場条例（以下「条例」という。）、同条例施行規則及び関連事業者の業務手続

に関する要綱（以下「条例等」という。）に基づくほか、この要領に基づくも

のとする。 
 
１ 市場の名称及び位置 

名   称  東京都中央卸売市場大田市場花き棟及び第１関連事業者棟 
  位   置  東京都大田区東海二丁目２番１号及び三丁目２番７号 
 
２ 募集する業務、種類及び内容並びに募集数 
（１） 業   務  物販飲食業務 
     種   類  飲食業 
     内   容  飲食業 
     募 集 数  ３業者（花き棟１店舗及び第１関連事業者棟２店舗） 
（２） 業   務  物販飲食業務 
     種   類  関連食料品等販売業 
     内   容  関連食料品等販売業 
     募 集 数  ２業者（第１関連事業者棟２店舗） 
 
３ 店舗の位置、面積及び用途 
（１） 位   置 花き棟２階中央西側０１号関連事業者営業所   

     面   積 ４７.７㎡（店舗） 

     用   途 飲食業 
（２） 位   置 第１関連事業者棟Ｄ－０８号１階及び２階 

     面   積 ４０．６㎡（１階店舗） 

                ３９．５㎡（２階事務室） 

     用   途 飲食業 
（３） 位   置 第１関連事業者棟Ｄ－１３号１階及び２階 

     面   積 ４０．６㎡（１階店舗） 

                ３９．５㎡（２階事務室） 

     用   途 飲食業 
（４） 位   置 第１関連事業者棟Ａ－９号１階、２階及び１０号２階 

     面   積 ４０．６㎡（９号１階店舗） 

                ３９．４㎡（９号２階事務室） 

                   ３９．４㎡（１０号２階倉庫） 

     用   途 関連食料品等販売業 

    そ の 他 シャッター改修（期間１日）を平成２６年度に実施予定 



（５） 位   置 第１関連事業者棟Ｂ－１２号１階及び２階 

     面   積 ４０．６㎡（１階店舗） 

                ３９．４㎡（２階事務室） 

     用   途 関連食料品等販売業 

 

４ 募集受付 
（１）受付期間 

  平成２６年８月１８日(月曜日)から同年８月２５日(月曜日)まで（土曜日

及び日曜日を除く。） 

（２）受付時間 
受付期間の午前１０時から午後４時まで（正午から午後１時までを除

く。） 
（３）受付場所 
  東京都大田区東海三丁目２番１号 
  東京都中央卸売市場大田市場内 

東京都事務室市場管理課（事務棟９階） 
 
５ 応募手続 
  応募者は、申込書に別紙１に掲げる所定の書類を添付して提出すること。

ただし、郵送その他配送による申込みは受け付けない。 
  また、提出書類については、合否にかかわらず返却しない。 
 
６ 応募資格要件 
（１）応募者が個人の場合 

ア 業務許可された日から６か月以内に法人化（応募者が法人の代表となら

なければならない）できる者 
イ 業務資金を３００万円以上有している者 
ウ 募集対象の業務経験を５年以上有している者 
エ 条例に定める次の欠格条項に該当していない者 
（ア）申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。 
（イ）申請者が、禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑

に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から起算して３年を経過しないものであるとき。 
（ウ）申請者が条例第３８条第１項の許可の取消しを受け、その取消しの日

から起算して３年を経過しない者であるとき。 
（エ）申請者がその業務を的確に遂行することができる資力、信用、知識及

び経験を有していない者であるとき。 
（オ）申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」



という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下

これらを「暴力団員等」という。）であるとき。 
（カ）申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者と

して使用しているとき。 
（キ）申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているも

のであると認められるとき。 
（２）応募者が法人の場合 

ア 業務資金を３００万円以上有している者 
 イ 募集対象の業務経験を５年以上営んでいる者 

ウ 法人の業務を執行する役員が条例に定める次の欠格条項に該当していな

い者 
（ア）申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。 
（イ）申請者が、禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑

に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から起算して３年を経過しないものであるとき。 
（ウ）申請者が条例第３８条第１項の許可の取消しを受け、その取消しの日

から起算して３年を経過しない者であるとき。 
（エ）申請者がその業務を的確に遂行することができる資力、信用、知識及

び経験を有していない者であるとき。 
（オ）申請者及びその業務を執行する役員が、暴力団員等であるとき。 
（カ）申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者 

として使用しているとき。 
（キ）申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているも

のであると認められるとき。 
 
７ 選考方法 
  選考は、書類審査及び面接により行う。 
 
８ 面接日時及び場所 
（１）日  時  平成２６年９月１６日（火曜日） 
         午後１時３０分から（１者当たり２０分程度） 
（２）場  所  東京都大田区東海三丁目２番１号 
         東京都中央卸売市場大田市場内 

東京都特別応接室（事務棟９階） 
   ※ 面接の日時及び場所は、応募状況によって変更することがある。応

募者多数の場合は、１６日午前中からの面接を予定している。 
 
９ 選考結果 
  応募者への合否の通知は、平成２６年１０月初旬までに書面で行う。 



 
10 許可内定 
  この選考に合格した者は、関連事業者として内定したものとする。 
  なお、条例等に基づく業務許可の手続は、業務開始時までに別途行う。た

だし、内定者が募集時及び業務許可手続のために提出した書類に虚偽があっ

たとき、誓約書に違反したとき及び市場の秩序若しくは公共の利益を害し、

又は害するおそれがあると認められるときは、内定を取り消すことがある。 
  業務許可の日付は平成２６年１１月初旬を予定している。 
 
11 説明会 
  本件に関する説明会は行わない。 
 
12 その他 

（１）募集店舗は原状回復がなされているため、営業に必要な設備等は、条例

等に基づく業務許可を受けた後に、造作工事の申請に対する承認を受けた

上で、申請者が自身の負担で用意する必要がある。 
（２）施設使用料、市場保証金及び位置図は別紙２を参照すること。 
 

13 問合せ先 
  東京都大田区東海三丁目２番１号 東京都中央卸売市場大田市場 

市場管理課 施設管理係 森久保・池田 ℡０３－３７９０－６５１１(直通) 
 



別紙１ 
申込書に添付する書類  
１ 申請者が個人の場合 

・ 履歴書（別記第２号様式の３）及び写真 
・ 資産調書（別記第５号様式） 

 ・ 住民票の写し（※１） 
 ・ 区市町村長の発行する身分証明書（※１） 
 ・ 印鑑証明書（※１） 

・ 当該事業開始の日以後２年間における事業計画書（別記第６号様式） 
・ 申請者が条例第３８条第４項第２号、第３号及び第５号から第７号に該

当しないことを誓約する書面（別記第１９号様式の２） 
・ 金融機関発行の直近の預金残高証明書 
・ 直近の所得税青色申告決算書又は白色申告書及びその所得の算出基準と

なった計算書の写し 
・ 業務許可を受けた日から６か月以内に法人を設立する旨を誓約する書面 

 
２ 申請者が法人の場合 
 ・ 定款又は規約の写し 
 ・ 登記事項証明書（※２） 
 ・ 貸借対照表 
 ・ 損益計算書 

・ 当該事業開始の日以後２年間における事業計画書（別記第６号様式） 
・ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株又は出資額

を記載した書面（別記第８号様式） 
・ 役員名簿（別記第９号様式） 

 ・ 法人の代表者の印鑑証明書（※１） 
・ 法人の代表者の履歴書（別記第２号様式の３）及び写真 
・ 業務を執行する役員が条例第３８条第４項第２号、第３号及び第５号か

ら第７号に該当しないことを誓約する書面（別記第１９号様式の２） 
 ・ 法人にかかる金融機関発行の直近の預金残高証明書 
 ・ 直近の法人事業税の納税証明書 
 
 ※１ 発行日の翌日から起算して３か月以内のものを有効とする。 
 ※２ 発行日の翌日から起算して６か月以内のものを有効とする。 
 
 



別紙２－１ 
施設使用料及び市場保証金について 

 
 東京都中央卸売市場条例に基づく、施設使用料及び市場保証金は次表のとおり 
 

表 
 

場所及び面積 
適用使用料 

（円） 

使用料月額 

（税込）（円） 

市場保証金 

（円）※３ 

１ 

花き棟２階 

中央西側０１号店舗 

（47.7 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,386 円/㎡/月） 
113,812 円/月 455,248 円 

２ 
関連棟 

Ｄ－０８号 

１階店舗 

（40.6 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,386 円/㎡/月） 

184,205 円/月 736,820 円 ２階事務室 

（39.5 ㎡） 

※１ 

事務室ア 

（2,211 円/㎡/月） 

３ 
関連棟 

Ｄ－１３号 

１階店舗 

（40.6 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,386 円/㎡/月） 

184,205 円/月 736,820 円 ２階事務室 

（39.5 ㎡） 

※１ 

事務室ア 

（2,211 円/㎡/月） 

４ 
関連棟 

Ａ－ 

９号 

１階店舗 

（40.6 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,386 円/㎡/月） 

209,318 円/月 837,272 円 

９号 

２階事務室 

（39.4 ㎡） 

※１ 

事務室ア 

（2,211 円/㎡/月） 

１０号 

２階倉庫 

（39.4 ㎡） 

倉庫２ 

（643 円/㎡/月） 

※２ 

５ 
関連棟 

Ｂ－１２号 

１階店舗 

（40.6 ㎡） 

関連事業者営業所 

（2,386 円/㎡/月） 

183,984 円/月 735,936 円 ２階事務室 

（39.4 ㎡） 

※１ 

事務室ア 

（2,211 円/㎡/月） 

※１ ２階事務室は倉庫としての使用も可とする。ただし、その場合の適用使用料は

使用内容等について聞き取り調査を行い決定する。 

※２ 市場で取り扱う販売物品を保管する倉庫として使用する場合の適用使用料は、

倉庫１（1,029 円/㎡/月）となる。 

※３ 使用料月額の４月分 
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別紙２－４
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